
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

八

一

号

内
閣
衆
質
一
八
三
第
八
一
号

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
「
海
軍
航
空
基
地
第
二
設
営
班
資
料
」
と
慰
安
所
開
設
に
お
け
る
中
曽
根
元
総
理
の
「
取

計
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
「
海
軍
航
空
基
地
第
二
設
営
班
資
料
」
と
慰
安
所
開
設
に
お
け
る
中
曽
根
元
総
理
の

「
取
計
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
平
成
三
年
十
二
月
か
ら
平
成
五
年
八
月
ま
で
の
間
に
政
府
が
行
っ
た
調
査
に
お
い
て
は
、
御
指
摘

の
資
料
を
含
め
、
個
別
具
体
的
な
資
料
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
い
か
な
る
調
査
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
確
定
的
に
申
し
上
げ

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
の
中
に
慰
安
所
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
一
〇
号
）
四
の
�
及
び
�
に
つ

い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
の
中
に
御
指
摘
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
当
該
資
料
は
防
衛
省
防
衛
研
究
所
が

所
有
者
か
ら
の
提
供
を
受
け
て
保
管
し
、
一
般
に
公
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
記
述
の
事
実
関
係
や
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
政
府
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


